
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

七

一

号

政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
家
族
の
帯
同
と
そ
の
支
援
等
に
関
す
る
質

問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
家
族
の
帯
同
と
そ
の
支
援
等
に
関
す
る
質

問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
に
、
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
を
閣
議
決
定
し
、
国
会
に
提
出
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

「
政
府
が
進
め
る
『
外
国
人
材
の
受
入
れ
』
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
契
約
や
就
労
期
間
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書
」
の
九
に
つ
い
て
の
中
で
、
「
『
家
族
滞
在
』
の
在
留
資
格
を
取
得
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
別
の
事
情

を
考
慮
し
、
『
特
定
活
動
』
の
在
留
資
格
を
認
め
る
場
合
が
あ
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
す
が
、
特
定
技
能
一
号
の
外
国
人

労
働
者
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
特
定
活
動
」
の
在
留
資
格
で
家
族
帯
同
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

な
状
況
で
す
か
。
主
な
状
況
を
い
く
つ
か
列
挙
し
て
、
説
明
し
て
下
さ
い
。

二

一
に
つ
い
て
、
特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
で
、
「
特
定
活
動
」
の
在
留
資
格
で
家
族
帯
同
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
の
何
割
く
ら
い
に
な
る
と
見
込
ん
で
い
ま
す
か
。

三

特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
帯
同
す
る
子
ど
も
に
つ
い
て
、
子
育
て
支
援
や
教
育
支
援
に
つ
い
て

一



は
、
ど
の
よ
う
に
充
実
し
ま
す
か
。
ま
た
、
一
年
後
、
五
年
後
に
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
お
よ
そ
い
く
ら
の
程
度

の
予
算
が
か
か
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
か
。

四

過
去
三
年
間
、
年
別
の
技
能
実
習
生
の
死
亡
者
数
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
死
因
に
つ
い
て
示
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
死
亡

事
案
の
う
ち
過
労
死
の
件
数
、
劣
悪
な
労
働
環
境
が
原
因
の
件
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
件
で
す
か
。

五

法
務
省
が
取
り
ま
と
め
た
「
実
習
実
施
者
等
か
ら
失
踪
し
た
技
能
実
習
生
に
係
る
聴
取
票
（
と
り
ま
と
め
集
計
結
果
）
」

の
元
と
な
っ
た
二
千
八
百
七
十
人
分
の
「
実
習
実
施
者
等
か
ら
失
踪
し
た
技
能
実
習
生
に
係
る
聴
取
票
」
の
中
で
、
最
低
賃

金
違
反
、
お
よ
び
労
働
基
準
法
違
反
は
何
件
確
認
さ
れ
ま
し
た
か
。
件
数
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
や
事
実
に
対
す
る
政
府
の

見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。

六

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日
に
衆
議
院
法
務
委
員
会
理
事
懇
談
会
で
配
付
さ
れ
た
業
種
別
に
、
「
一
�
人
手
不
足
の
見
込

み
数
の
考
え
方
」
等
が
記
述
さ
れ
た
資
料
（
以
下
、
本
件
資
料
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
「
二
�
生
産
性
向
上
と
国
内
人
材

の
確
保
の
取
組
等
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
言
う
「
生
産
性
向
上
」
と
は
、
労
働
生
産
性
の
向
上
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
で

す
か
。
ま
た
、
こ
の
「
生
産
性
向
上
」
は
「
ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
」
等
で
の
本
項
目
の
記
述
に
あ
る
「
労
働
効
率
化
」
と

同
義
と
捉
え
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
も
し
同
義
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
明
確
に
示
し
て
下
さ
い
。

二



七

「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日
、
閣
議
決
定
）
で
は
、
「
第
三
章

生
産
性
革
命
」

の
中
で
、
「
『
未
来
投
資
戦
略
二
〇
一
七
』
に
盛
り
込
ま
れ
た
施
策
を
着
実
に
実
行
す
る
と
と
も
に
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
の

三
年
間
を
『
生
産
性
革
命
・
集
中
投
資
期
間
』
と
し
て
、
大
胆
な
税
制
、
予
算
、
規
制
改
革
等
の
施
策
を
総
動
員
す
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
①
我
が
国
の
生
産
性
を
二
〇
一
五
年
ま
で
の
五
年
間
の
平
均
値
で
あ
る
〇
�
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
伸
び
か
ら
倍
増

さ
せ
、
年
二
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
、
（
中
略
）
、
と
い
っ
た
目
標
の
達
成
を
目
指
し
て
、
『
生
産
性
革
命
』
を
実
現
し
」
と
あ

り
ま
す
が
、
本
件
資
料
は
、
こ
れ
を
反
映
さ
せ
、
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」

で
掲
げ
ら
れ
た
、
生
産
性
年
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
向
上
を
含
む
生
産
性
革
命
の
実
現
は
、
す
で
に
達
成
が
不
可
能
と
政
府
は
考

え
て
い
る
の
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

三


